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高齢者福祉施設のあり方・運営の見直し

新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種実施

公共施設等総合管理計画に基づき、老人福祉施設集約
化検討チームの中で、協議する。指定管理者に対するモ
ニタリングを実施し、適正な運営を図るとともに令和６年度
からの指定管理者の指定を進める。

電話による催告、訪問による収納活動の強化、口座振替
の推進、決済アプリの活用。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険料の収納率向上

特例臨時接種期間の延長に伴い実施が決定した令和５年
春開始接種、秋開始接種の確実な接種に取り組む。

国民健康保険の都道府県化に対し、段階的な保険税率等
改正により、国民健康保険財政の健全化を図る。

高齢者に対する生活習慣病対策・フレイル対策として、保
健事業と介護予防を一体的に実施する個別的支援及び積
極的な関与に取り組む。

国民健康保険財政の健全化

保健事業と介護予防の一体的な実施

【部の使命】【部のビジョン】

〇障がい者が地域社会の一員として、地域の中で自立
した生活を送り、誰もが地域で共に生き、共に支え、共に
参画できる共生社会となっている。
〇医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供さ
れる地域包括ケアシステムの推進により、住み慣れた地
域で自分らしく暮らし続けている。
〇子育て環境の構築などを社会全体で応援することで、
子どもが心身ともに健康で豊かな心が育まれ、健やかに
育っている。
〇すべての人が心身ともに健康になり、地域において豊
かな人生を過ごしている。
〇各種の社会保障制度が適切に運用され、市民が健康
維持を意識した生活を送り、健康に暮らしている。

■課題の認識

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇障がい者に対する理解を深め、地域の中で生活しやす
い社会環境を整備し、障がい者の自立と社会参加を支援
するとともに、障がい者の福祉サービスの充実を図る。
〇高齢者の介護･支援ニーズに応じたサービスを提供する
とともに、予防意識の向上や生きがいづくりを促進する。
〇地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを作り上げ、
各サービスを有効活用することで、地域住民相互の支援
体制を整備する。
〇児童の健全育成のため、民間活力や地域との連携、場
の確保などにより、子育て支援を推進する。
〇あらゆる世代が健康に暮らせるように、健康づくりの推
進、保健サービスの充実を図る。
〇国民健康保険事業の安定運営に努めるとともに、特定
健診・保健指導による重症化予防を図る。

■あるべき姿と方策

健康福祉部　　 199人
　部長　　　　　　　 １人
　福祉課　　　　　 22人(うち再任用職員１人、会計年度任用職員５人)
　高齢介護課　　 34人(うち会計年度任用職員11人)
　子育て支援課　80人(うち再任用職員１人、任期付職員１人、会計年度任用職員37人)
　健康推進課　　 31人(うち会計年度任用職員10人)
　保険年金課　　 29人(うち再任用職員１人、会計年度任用職員７人)
　健康福祉部付　 ２人(社会福祉協議会(派遣１人)、シルバー人材センター(派遣1人))

■部の構成

部　名 健康福祉部 部 長 名 佐藤　嘉晃

ビジョンに基づく取組の進捗を図るとともに、包括的支援
事業（社会保障充実分）の促進を図る。また、海部医療圏
在宅医療・介護連携支援センターと連携し、広域的な取組
の推進を図る。

各種計画に基づき、子ども子育て施策を推進するととも
に、子供が健やかに育つ環境づくりを図る。また、妊娠期
から出産、子育てまでのサポート体制の充実を図る。

健康日本21津島市計画に基づき、市民の主体的な健康づ
くりに繋がる取組を促進するとともに、より受診しやすい検
診体制の整備を図る。

地域福祉活動推進のための体制整備

高齢者への支援体制の確立

地域包括ケアシステムの推進

子育て支援体制の充実

健康づくりの推進及び各種検診等受診率の向上

地域ぐるみでの取組を進める体制を整備するとともに、社
会福祉協議会への連携・支援方法等の明確化に取り組
む。また、困りごとを総合的に支援・解決できる包括的な相
談体制の構築を図る。

必要に応じたサービスの提供体制を確保し、適切な利用
を促進する。また、生きがいづくりや介護予防につながる
支援体制の整備を図る。
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■方向性の設定

【重点方針】

〇地域福祉を推進するため、社会福祉協議会との役割分担や支援方法等を明確にし、互いに連携しながら事業を推進
する。
〇障がい者の自立と社会参加を支援し、障がい者のニーズにあったサービスを効果的、効率的に提供する。また、生活
困窮者に対する支援の充実と自立の促進を図る。
〇津島市第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう介護
保険サービスの提供、介護予防・日常生活支援総合事業の促進、地域での支えあい体制の構築などを図る。
〇住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアビジョンの取組を推進するとともに、包括的支援事業（社会保障
充実分）の促進を図る。また、海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター等と連携し、在宅医療・介護連携推進事業の
推進を図る。
〇子ども・子育て支援事業計画等に基づき、すべての子どもが健康で幸せな生活を送れるよう子育て環境の充実を図る
とともに、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
〇健康日本２１津島市計画を推進し、様々な場面における健康づくりを促進するとともに、妊娠期から子育て期まで切れ
目ない支援を拡充する。また、津島市医師会をはじめ関係機関と連携しながら各種事業の充実を図る。
〇新型コロナウイルスワクチン接種に対応するため、関係機関との連携、接種体制の構築を図り、円滑な接種を推進す
る。
〇国民健康保険制度改革に対し、段階的な保険税率等の見直しにより、事業の安定化を図る。また、収納率向上、口座
振替の促進を図るとともに、医療費抑制のため、ジェネリック医薬品の利用促進、特定健診・保健指導事業を進める。
〇高齢者に対する生活習慣病対策・フレイル対策として、保健事業と介護予防を一体的に実施する個別的支援及び積極
的な関与に取り組み、在宅で自立した生活が送れる高齢者の増加を図る。

【施策の方針一覧】

課名施策の方針
優先
順位

2

1
子どもが健やかに育
つ環境づくり

子育て支援課

福祉課

地域包括ケアシステ
ム推進のための取
組

高齢介護課

障がいのある人の生
活支援（福祉サービ
ス事業の充実）

世代をこえた健康づ
くりの支援

健康推進課

4

3

6

7

5

地域包括ケアシステムの推進により、重度な要介護状態
になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていま
す。また、介護保険サービスの運用の効率化や利用の適
正化を図ることで、介護保険制度の持続性が保たれてい
ます。

子育てにかかる負担が軽減され、安心して子育てできる
環境が構築されるなど、次代の社会を担う子ども一人ひと
りの育ちを社会全体で応援することで、子どもが、心身とも
に健康で豊かな心が育まれ、健やかに育っています。

世代をこえてすべての人が笑顔で心も身体も健康になり、
家族、地域がつながり、それぞれが自己を認め、豊かな人
生を過ごすことができています。

保険年金課

介護予防・健康づくり
の推進

高齢介護課

保育サービスの充実 子育て支援課

健康づくりの支援 保険年金課

国民健康保険制度
の健全化

感染症対策の充実 健康推進課

生活困窮者への支
援体制の強化

福祉課

年齢・性別・障がいの有無などの区別なく、住民・地域・関
係団体・行政がお互いに支えあい、すべての住民が安心
して充実した生活を送ることができています。また、生活困
窮者が、社会との関わりを持ち、自身の居場所や存在意
義を見出し、社会の一員だと自覚し生活ができています。

各種の社会保障制度が適切に運用され、誰もが安心して
生活しています。そして、すべての市民が、健康維持を意
識した生活を送り、健康に暮らしています。

施策のめざす姿

子育てにかかる負担が軽減され、安心して子育てできる
環境が構築されるなど、次代の社会を担う子ども一人ひと
りの育ちを社会全体で応援することで、子どもが、心身とも
に健康で豊かな心が育まれ、健やかに育っています。

世代をこえてすべての人が笑顔で心も身体も健康になり、
家族、地域がつながり、それぞれが自己を認め、豊かな人
生を過ごすことができています。

地域包括ケアシステムの推進により、重度な要介護状態
になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていま
す。また、介護保険サービスの運用の効率化や利用の適
正化を図ることで、介護保険制度の持続性が保たれてい
ます。

各種の社会保障制度が適切に運用され、誰もが安心して
生活しています。そして、すべての市民が、健康維持を意
識した生活を送り、健康に暮らしています。

障がいのある人が、その状態にあわせて必要な障がい福
祉サービスを利用しながら、安心して地域社会の一員とし
て自立した生活ができています。

132

施策コード

153

112

161

171

141

162

151
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3

3

3
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3

1
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SDGs目標

3

143

すべての人に
健康と福祉を

すべての人に
健康と福祉を

すべての人に
健康と福祉を

住み続けられ
るまちづくりを

すべての人に
健康と福祉を

すべての人に
健康と福祉を

すべての人に
健康と福祉を

すべての人に
健康と福祉を

貧困をなくそう

すべての人に
健康と福祉を

3
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地域福祉を推進するための重要なパートナーである津島市
社会福祉協議会との適切な連携方法・支援方法等を明確に
し、必要な対応を進める。

障がい者の総合相談窓口であり、障がい者支援の中核的
な役割を担う基幹相談支援センター、児童発達支援セン
ターの設置に向けた計画案を作成する。

生活保護受給者に対し、個々の支援方針に基づく訪問や就
労支援等を行う。また、生活困窮者の相談支援や家計改
善・就労支援を行い、自立できるよう支援する。

地区社協やボランティアとともに、地域共生社会の実現に向
け、市民の自主的な活動を促すための支援を行う。

津島市社会福祉協議会との適切な連携・支援の推
進

障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けるための
環境整備

生活保護受給者や生活困窮者への支援策等の適
切な実施

地域における福祉活動への市民参加の促進を図る
ための体制整備

課　名 福祉課

■課の構成

福祉課　　22人
　課長　　　１人
　福祉Ｇ　 12人（うち再任用職員１人、会計年度任用職員３人（手話通訳者１人含む））
　保護Ｇ　  ９人（うち会計年度任用職員２人）

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇障がい者が地域社会の一員として、地域の中で
自立した生活を送り、誰もが地域で共に生き、共に
支え、共に参画できる共生社会となっている。
〇生活保護受給者・生活困窮者が相談に困らず、
必要な支援を受けられ、自立が実現される社会と
なっている。

〇障がい者に対する理解を深め、地域の中で生活しや
すい社会環境を整備し、障がい者の自立と社会参加を
支援するとともに、障がい者の福祉サービスの充実を
図る。
〇生活保護受給者・生活困窮者の生活実態の把握、
相談、援助、指導等の体制の充実により自立更生を図
る。

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課 長 名 渡邉　幸成



課方針書
（令和５年度）

シート２（福祉課）

172

173

3 すべての人に
健康と福祉を

貧困の連鎖を断ち切るため、生活保護受給世帯や生活
困窮世帯の子どもに対する学習支援の実施に向けた検
討を進める。

津島市社会福祉協議会が進める経営改善の取組を支
援し、補助金・委託金の再整理等を含めた必要な対応
を行う。

生活保護の適正実施を行うとともに、生活保護受給者・
生活困窮者に就労支援や家計改善などの支援を実施
し、自立を図る。

基幹相談支援センター、児童発達支援センターの設置
に向けて、津島市社会福祉協議会や障がい福祉分野の
民間事業所等との協議を進める。

地域共生社会の実現に向け、第３期津島市地域福祉計
画を推進するために計画の進捗管理を行う。

障がいのある方の日常生活や社会生活を支援するた
め、障害者総合支援法等に基づく障がい福祉サービス
及び児童福祉法に基づく障がい児通所支援を迅速かつ
適切に提供（給付）する。

障がいのある方も地域で安心して暮らせるように、おで
かけタクシーや地域生活支援事業などの各種事業を推
進する。

132

131

132

172

131

10
障がい福祉サービス
等提供事業

9
障がい者等支援事
業

8
津島市地域福祉推
進事業

生活保護・生活困窮
者事業

7
障がい者・児支援中
核機能強化事業

6

4
生活困窮者学習支
援事業

5
津島市社会福祉協
議会との連携・支援
事業

132

131

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

2
医療扶助オンライン
資格確認対応事業

3
成年後見センター設
置準備事業

令和５年度中にスタートする、生活保護の医療扶助にお
けるオンライン資格確認に対応するため、生活保護シス
テムの改修と実務手順の見直しを行う。

判断能力が不十分な障がい者や認知症高齢者などの
権利擁護や適正な財産管理を支援し、成年後見制度の
利用を促進するための成年後見センターの設置に向け
て外部有識者等と具体的な検討を進める。

171 3 すべての人に
健康と福祉を1

障がい者計画等策
定事業

令和５年度で計画期間が終了する「第４期津島市障が
い者計画」、「第６期津島市障がい福祉計画」、「第２期
津島市障がい児福祉計画」の進捗確認と次期計画を策
定する。

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

〇障がい者施策の基本計画・実施計画である「障がい者計画」、「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計
画」の進捗管理を行うとともに、障がい者の自立と社会参加の更なる促進に向けて次期計画を策定してい
く。
〇生活保護法の改正に伴う、医療扶助のオンライン資格確認に対応するための体制を整備する。
〇津島市社会福祉協議会との適切な連携方法・支援方法を明確にし、持続可能な社会福祉協議会の運
営を支援する。
〇生活保護の決定や実施にあたっては適正かつ確実に行い、生活保護受給者の自立に向けた支援を行
う。
〇生活保護に至る前の生活困窮者に対して、相談支援や家計改善・就労支援等の支援を実施し、経済的
な自立を図る。
〇この地域における共生社会の実現に向けて、障がいのある方の日常生活や社会生活を支援するため、
障がい福祉サービスを始めとする各種支援の強化を図る。
〇地域福祉向上のための福祉分野における市の最上位計画である「地域福祉計画」を推進する。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

4 質の高い教育
をみんなに

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

1 貧困をなくそう

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を



課方針書
（令和５年度）

シート１（高齢介護課）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

「地域包括ケアシステム」を促進し、第８期高齢者福祉計画・介
護保険事業計画に基づいた事業展開を進めるとともに、第９期
高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定する。

公共施設等総合管理計画に基づき、老人福祉施設集約化検
討チームの中で、協議する。
指定管理者に対するモニタリングを実施し、適正な運営を図る
とともに令和６年度からの指定管理者の指定を進める。

保険者機能強化推進交付金の成果指標に基づき、地域包括ケ
アシステムのPDCAサイクルを進める。
地域包括支援センターの運営を適切に実施する。
生活支援体制整備事業、認知症施策推進事業を進める。
海部医療圏７市町村が共同で設置した海部医療圏在宅医療・
介護連携支援センターと連携し、在宅医療・介護連携推進事業
に取り組む。

住民主体の担い手の育成や通いの場を促進するとともに、一
般介護予防事業を改善し、介護予防・日常生活支援を進めて
いく。
介護保険保険者努力支援交付金の成果指標に基づき、介護
予防事業を推進する。

延滞金を含めた適正な介護保険料を賦課し、臨宅収納活動に
おいて、介護保険制度の理解及び納付意識の高揚を図る。

高齢者が安心して地域で生活するため、介護保険
事業や高齢者福祉事業を実施する。

高齢者福祉施設のあり方や運営について検討す
る。

包括的支援事業の促進を図る。

地域包括ケアシステムを進めるため、社会保障充実
分事業の促進を図る。

老人クラブが行う健康増進活動、生きがい活動を支援する。
高齢者の見守り活動やネットワークづくり等の安心安全の充実
や高齢者虐待の防止を図る。成年後見制度について、福祉課
と共に検討する。

介護保険料の適正な賦課を実施するとともに、収納
率を向上させる。

高齢者の生きがいづくりの推進と社会参加の促進を
図り、見守り、支え合い制度の運営促進を図る。

効果的な介護予防事業を充実させ、適切なサービス
利用の促進を図る。

■課の構成

高齢介護課　　　　34人
　課長　　　　　　　　１人
　介護保険Ｇ　　　 17人（うち会計年度任用職員９人）
　長寿福祉Ｇ　　　　６人
　地域包括ケアＧ　 ８人（うち会計年度任用職員２人）
　海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター職員　２人

介護サービスの適切な利用の促進を図る。 介護サービスの適正化事業の充実を図る。
要介護者が身体の状態に応じて必要なサービスを適切に利用
できるよう、事業所等に対し理解及び意識付けを推進する。

課 長 名 足立賢一

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇要介護等認定者数の増加に対して、介護サービ
ス等への需要のさらなる増大に対応できている。
〇高齢者が役割を持ち、地域で力を発揮していくこ
とで、高齢者自身の生きがいの向上につながってい
る。
《地域包括ケア》
〇市民が医療や介護が必要になっても、住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けら
れるよう、地域の特性に合った仕組みを提供される
社会となっている。

〇要介護認定、介護保険料賦課・徴収業務、介護給付業
務等を適正に実施し、公正な介護保険制度の運用を推進
する。
〇高齢者の生きがいづくりの充実と社会参加を促進する。
〇高齢者福祉施設の今後の在り方を決め、整理していく。
《地域包括ケア》
〇地域包括ケアシステムを地域の主体性、特性に応じて
作り上げ、各関係機関の既存サービス等を有効活用する
ことで、在宅で医療、介護などを受けながら、地域住民が
お互いに支えあう体制を整備する。
〇介護予防事業、介護予防・日常生活支援総合事業の充
実を図る。

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課　名 高齢介護課



課方針書
（令和５年度）

シート２（高齢介護課）

161

161

3
すべての人に
健康と福祉を

地域包括ケアビジョン（～2025年度（令和７年度））の今
後について検討する
保険者機能強化推進交付金及び努力支援交付金での
成果指標に即した進捗管理を行う。

認知症当事者の意見や考えを取り入れた施策の推進に
向け、認知症当事者と交流を図る。
認知症高齢者等個人賠償保険責任保険、ＱＲコードに
ついて、普及を図る

海部医療圏域７市町村の共同設置で実施している神守
支所のあまサポについて、令和６年度までの役割分担
が合意している。令和７年度以降について議論してい
く。

介護予防・生活支援サービス事業において、訪問型
サービスや通所型サービス等の適正な実施を図る。
一般介護予防事業の新たに作成したパンフレットを活用
し、参加者増加を図る。

臨宅による収納活動において、介護保険制度の周知、
納付意識の高揚を図る。
新たな納付手段（コンビニ収納・スマホ決済）を広く周知
するとともに、引き続き口座振替を励行する。
これまで徴収していなかった延滞金の徴収を開始し、悪
質な滞納者に対しては、滞納処分を実施する。

市指定事業所の指導、監査を行い、適正な介護保険事
業運営を図る。

地域包括支援センターについて、適切な運営に努める。

161

163

161

162

164

10
事業所指導監査事
業

9

地域包括支援セン
ター運営事業(地域
支援事業包括的支
援事業)

8
介護保険料賦課徴
収事業

在宅医療介護連携
推進事業（地域支援
事業包括的支援事
業社会保障充実分）

7
地域支援事業
介護予防・日常生活
支援総合事業

6

4
地域包括ケアシステ
ム推進事業

5

認知症施策推進事
業（地域支援事業包
括的支援事業社会
保障充実分）

162

164

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

2
高齢者福祉施設運
営事業

3 介護給付事業

老人福祉センター、神島田祖父母の家については、引
き続き、検討チームにて高齢者福祉施設のあり方を検
討する。

居宅サービスや介護保険施設サービス等を円滑に利用
できるよう提供体制の確保に努める。

161
164

3 すべての人に
健康と福祉を1

高齢者福祉計画・介
護保険事業計画策
定事業

第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進捗を精
査するとともに、第９期高齢者福祉計画・介護保険事業
計画策定に向けた調査を行う。

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

〇津島市第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
せるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいの各サービスを切れ目なく連携して一体的に提供するため、
４つの基本方針に基づき取組を進めるとともに、令和４年度に行ったアンケート調査を踏まえ、第９期高齢
者福祉計画・介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）の策定を行う。
〇高齢者福祉施設（老人福祉センター・神島田祖父母の家）の機能移転について、具体的なスケジュール
を示し、進める。。
〇介護保険料の適正な賦課徴収を図り、介護保険サービスを提供する。
〇地域包括ケアシステムのもと、介護予防を含め地域支援事業を進める。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を



課方針書
（令和５年度）

シート１（子育て支援課）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 状況を確認しながら子ども・子育て会議に諮り、子ども・子育
て支援事業計画の認定こども園・保育園の利用定員等を見
直す。

幼児教育・保育の利用定員の確保

多様な保育サービス（延長保育、休日保育、一時預かり及
び病児病後児保育等）を提供する。ファミリー・サポート・セ
ンターの周知を図る。

放課後児童クラブの運営の見直し及び中央児童館と東小・
西小・神守小・蛭間小の理解のもと、運営の必要な人材の
確保に努め、安全に事業を実施する。

子育て世代包括支援センター、子育て支援センターにおい
て子育ての悩みに対する支援を強化する。こども家庭セン
ター設置に向け検討する。

家庭児童相談室が訪問等により子育ての不安、悩みや相
談に対する支援を強化する。

運営形態を検討し、今後の方向性を決定する。

保育料等未収金の原因分析及び改善を行う。必要に応じ
て、差し押さえや不納欠損処理を進める。第２子以降の保
育料の無償化を実施する。

児童手当、児童扶養手当、遺児手当、特別児童扶養手当の
適切な処理を行う。

核家族化や夫婦共働きなど、就労状況の変化に応
じた保育の場の確保

放課後児童クラブ及び長期休暇における子どもの居
場所づくりの確保

妊産婦から切れ目のない子育て支援サービス体制
の充実

療育支援訪問や虐待防止のための支援体制の充実

子育て支援センターの業務体制の検討

保育施設等の周辺道路に注意喚起を行う。

各種手当の適切な処理

園外活動の安全確保の準備

ウィズコロナ、アフターコロナに関する施設運営等へ
の適切な対応

保育料等未収金の収納率向上

公立・民間の保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等の
運営について、適切な対応を行う。

課　名 子育て支援課

■課の構成

子育て支援課              80人（うち再任用職員１人、任期付職員１人、会計年度任用職員37人）
　課長                           １人
　子育て支援G　　　　　    ６人（うち会計年度任用職員１人）
　児童保育G　　　　　      11人（うち会計年度任用職員２人）
　保育所　　　　　 　         21人（うち任期付職員１人、会計年度任用職員11人）
　認定こども園               20人（うち会計年度任用職員10人）
　子育て支援センター     17人（うち再任用職員１人、会計年度任用職員11人）
　家庭児童相談室           ４人（うち会計年度任用職員２人）

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇すべての子どもが、心身ともに健康で幸せな生活
を送り、健やかに育っている。
〇子育てと仕事が両立できる環境が充実している。
〇子育てしやすい環境が整っている。
〇子育て家庭と地域住民が支えあい、協力しながら
子育てができる。

〇多様化する幼児教育・保育ニーズに対応するため、
民間の力を活用し、幼児教育・保育サービスの質を向
上させ、保育内容の充実を図る。
〇児童福祉施設や公共施設の活用により児童の健全
育成の場を確保する。
〇子育てサービスの充実を図る。
〇子育て中の家庭同士が気軽に交流できる場の充実
や地域住民等と協力しながら子どもを見守り育てる関
係づくりを形成する。
〇子育て家庭が抱える育児への不安や悩み、児童虐
待などに対応するため、関係機関と連携して訪問、相
談等の支援体制の充実を図る。

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課 長 名 佐藤　実



課方針書
（令和５年度）

シート２（子育て支援課）

パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

17153

子育て支援センターの運営形態を検討し、今後の方向
性を決定する。ファミリー・サポート・センターの周知を行
う。

パートナーシッ
プで目標を達
成しよう

16 平和と公正を
すべての人に

1 貧困をなくそう

17

8

未収金収納率向上
事務

7

各種手当支給事務

6

各種計画策定業務

10

9

園外活動の安全確
保

保育施設等の周辺において、自動車の運転手等に対す
る注意喚起を行う「キッズ・ゾーン」を設置する。

153

151

151

子育て世代包括支援センター事業（利用者支援事業）に
より相談事業等を実施する。

子育て家庭を訪問し、子育てに対する相談を通じて、不
安や悩みを解消する。要保護児童等に対し、関係機関
と情報連携を密にし、未然防止、早期発見に努める。

保育所保護者負担金未収金の徴収を強化し、滞納額の
削減を図る。必要に応じ、差し押さえや不納欠損処理を
進める。

児童手当、児童扶養手当、遺児手当、特別児童扶養手
当の適切な処理を行う。

子ども・子育て会議に諮りながら、子ども・子育て支援事
業計画の見直しを行う。

すべての人に
健康と福祉を

すべての人に
健康と福祉を

5

要保護児童等支援
対策事業

153

152

3

3

3

放課後児童クラブの運営の見直し、また春休み、夏休
みの長期休暇期間の運営に必要な場所と人材を確実
に確保し、利用希望者を受け入れする。

地域子育て支援事
業

子どもの居場所づく
り事業

4

子育て世代包括支
援センター事業（基
本型）

すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

2

3

多様な保育サービス
提供事業

ニーズに応じた様々な保育サービス（延長保育、休日保
育、一時預かり及び病児・病後児保育）を提供する。

151 4 質の高い教育
をみんなに

153 3 すべての人に
健康と福祉を1

子育て支援トータル
プラン事業

子育て支援のため、０歳児選べる定期便事業、第２子以
降保育料無料化、３歳から５歳児の副食費の補助、お
むつお持ち帰り廃止の推奨等の適切な処理を行う。

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

〇子育て支援トータルプランの実施
〇多様な保育サービス（延長保育、休日保育、一時預かり及び病児・病後児保育）の提供
〇放課後児童クラブの運営の見直し、長期休暇における子どもの居場所づくり事業の実施
〇子育て支援センターの運営形態の検討
〇ファミリー・サポート・センターを周知
〇妊産婦からの切れ目のない包括的な支援（利用者支援事業）の実施
〇家庭訪問の実施による子育てに関する不安や悩みの解消施策
〇要保護児童等に対し、関係機関と情報連携を密にすることで未然防止、早期発見
〇保育料未収金の徴収強化、削減
〇各種手当の適切な処理
〇保育園や認定こども園等が行う園外活動の安全を確保

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード



課方針書
（令和５年度）

シート１（健康推進課）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

・「笑顔で健幸大作戦」を実施し、新たに市民団体や事業所
にも参画を促し、健康マイレージ事業を推進する。
・地方創生ウォーカブル事業により、市民が自主的な健康づ
くりの取組を促進する。
・健康教育、健康教室を通し、運動習慣及び規則正しい食
習慣の重要性等を啓発する。

・妊娠期からの切れ目のない、母子保健事業の充実を図
る。
・産前・産後サポート事業、産後ケア事業、産婦健診等の
サービス事業の充実を図る。

・予防接種の実施により、伝染の恐れのある疾病の発生及
びまん延を予防するため、予防接種法に基づく各種予防接
種を実施する。（新型コロナウイルスワクチン接種含む。）
・任意予防接種（おたふくかぜ、帯状疱疹）に対する接種費
用の一部助成を実施する。

・がん検診（個別検診）広域実施における内容の調整を行
い､より受診しやすい検診体制の整備をする。
・がん検診の啓発･勧奨方法の充実を図る。

・「世代をこえて　笑顔で　健幸　つながる　つしま」を目指す
ため､平成28年度から10年間を期間とする計画を推進する
ためのワーキングで、具体的な施策を展開する。

・「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指
すため、平成31年度から５年間を期間とする計画を推進す
るためのワーキングで、具体的な施策を展開する。

・市民の生命と健康を守るため、市民に必要な医療を提供
できるよう、地域医療体制の充実を図る。
・医療救護所を設営するための仕組みづくりを構築する。

地域での健康づくりの推進

子育て世代包括支援センター事業の推進

予防接種・感染症予防事業の推進

がん検診の充実

「健康日本２１津島市計画」の推進

地域の医療体制の維持・確保

「津島市自殺対策計画」の推進

■課の構成

健康推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　31人
　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 １人
　成人保健・コロナワクチン接種推進G　 17人（うち会計年度任用職員６人）
　母子保健G　　　　　　　　　　　　　　　　　 13人（うち会計年度任用職員４人）

課 長 名 棚橋　雅聡

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇すべての市民が、自己肯定感を持ち、健康維持を
意識した生活を送り、健康で暮らしている。
〇市民が主体的に健康づくりに取り組める仕組み、
健やかに安心して妊娠･出産･育児ができる環境、各
種検診・健康診査､感染防止体制が整っている。
〇市民の健康を中心に、保健・医療・介護・福祉が
連携している。
〇市民は、身近な場所で安心して医療を受けてい
る。

〇健康づくりの支援
〇妊娠期から子育て期までの母子保健の充実
〇感染症対策の推進
〇保健・医療・福祉の連携
〇地域医療体制の充実

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課　名 健康推進課



課方針書
（令和５年度）

シート２（健康推進課）

112

121

3 すべての人に
健康と福祉を

妊娠期からの切れ目のない、母子保健事業の充実を図
るため、産前・産後サポート事業、産後ケア事業、産婦
健診等のサービス事業の充実を図る。

国の指示等に従い、津島市医師会、各医療機関との連
携の下、接種を希望する市民が確実にワクチン接種を
行えるよう事業を実施する。

感染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防するた
め、予防接種法に基づく各種定期予防接種を実施する
とともに、任意接種であるおたふくかぜ・帯状疱疹ワクチ
ン接種に対し、費用の一部を助成する。

各種がん検診を実施し、がんの早期発見・早期治療を
推進する。

「世代をこえて　笑顔で　健幸　つながる　つしま」を目指
すため、平成28年度から10年間を期間とする「健康日本
21津島市計画」を推進するためWGで、具体的な施策を
展開する。

市民の生命と健康を守るため、市民に必要な医療を提
供できるよう、地域医療体制の充実を図る。

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目
指すため、「津島市自殺対策計画」を推進するためWG
で、具体的な施策を展開するとともに、令和６年度から５
年間の「第２期津島市自殺対策計画」を策定する。

114

115

115

111

112

10
地域の医療体制の
維持・確保

9
健康づくり推進事業
(津島市自殺対策計
画推進事業)

8
健康づくり推進事業
（健康日本21津島市
計画）

予防接種・感染症予
防事業

7 がん検診事業

6

4
子育て世代包括支
援センター事業（母
子保健型）

5
新型コロナウイルス
ワクチン接種事業

112

114

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

2
健康づくり推進事業
(健康マイレージ推進
事業)

3
妊娠出産子育て支
援事業

「笑顔で健幸大作戦」を実施し、市民団体や事業所にも
参画を促し、健康マイレージ事業を推進する。

妊娠期から低年齢期の子育て家庭に寄り添い、様々な
ニーズに即したきめ細やかな伴走型支援と、「つしま出
産応援金、つしま出産お祝い金」を支給する経済的支援
を一体的に実施する。

112 3 すべての人に
健康と福祉を1

健康づくり推進事業
（地方創生健幸
ウォーカブル事業）

市民の健康習慣の定着を図ることを目的に、「ウォーキ
ング」に焦点を当て、ウォーキングコースを設定するな
ど、市民が自主的に健康づくりに取り組めるよう、市民と
協働で実施する。

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

〇市民が自主的に健康づくりに取り組み、健康習慣の定着を図ることを目的に、地方創生健幸ウォーカブ
ル事業を実施するとともに、「笑顔で健幸大作戦」を実施し、健康マイレージ事業を推進する。
〇妊娠期から低年齢期の子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即したきめ細やかな伴走型支援と、「つ
しま出産応援金、つしま出産お祝い金」を支給する経済的支援を一体的に実施し、切れ目のない、母子保
健事業の充実を図るとともに、子育て支援課との連携を強化し、子育て世代包括支援センター事業を推進
する。
〇各種感染症の感染拡大を予防し、市民の生命及び健康を守るため、ワクチン接種を推進する。（新型コ
ロナウイルス感染症含む）
〇がん検診等の検診率を上げ、早期発見、早期治療につなげ、市民の健康維持を推進する。
〇「世代をこえて　笑顔で　健幸　つながる　つしま」を目指すため、平成28年度から10年間を期間とする健
康日本21津島市計画」を推進するためのワーキングで、具体的な施策を展開する。
〇令和６年度から５年間の計画となる、「第２期津島市自殺対策計画」を策定する。
〇市民が必要な救急医療を受けられる医療体制を確保するため､地域の病院や診療所との連携を図り､
医療体制の維持･確保に努める。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を



課方針書
（令和５年度）

シート１（保険年金課）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

課　名 保険年金課

■課の構成

保険年金課　　　　　29人
　課長　　　　　　　　　１人
　国民健康保険G　 17人（うち再任用職員１人、会計年度任用職員６人）
　医療・年金G　　　 11人（うち会計年度任用職員１人）

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇各種の社会保障制度が適切に運用され、誰もが
安心して、健康維持を意識した生活を送り、健康に
暮らしている。

〇国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営
〇特定健康診査等による生活習慣病の重症化予防
〇健康な高齢者の増加
〇後期高齢者医療制度、年金制度への市民の理解促
進
〇福祉の向上のための福祉医療制度の実施

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

令和４年度は、10月より医療機関の窓口負担において新た
に２割負担が導入されたため、広域連合と連携し、市民へ
の周知徹底を図る。

自立した生活がおくれる高齢者の増加

後期高齢者医療制度の円滑な事業実施

窓口での年金相談の円滑な対応

福祉医療費助成に伴う円滑な事業実施

令和元年10月から施行された「年金生活者支援給付金の支
給に関する法律」に伴い、低所得高齢者などへの給付に対
し、年金事務所との協力・連携を図り、資格確認等を迅速か
つ適正に行う。

課 長 名 髙橋　武利

平成30年度からの国民健康保険制度改革に伴い、保険税
率の改正による国民健康保険財政の健全化を図るととも
に、制度の周知徹底を図る。
収納課と連携を図るとともに、MPN（マルチペイメントネット
ワーク）活用等による口座振替の利用促進及び特別収納活
動（年２回）を行う。また、令和３年度から開始しているス
マートフォン決済アプリによる納付の周知徹底も図る。

MPN（マルチペイメントネットワーク）活用等による口座振替
の利用促進及び初期未納者に対して電話催告等滞納者と
の折衝機会を増やす。また、令和３年度から開始しているコ
ンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリによる納付の
周知徹底を図る。

関係機関等と連携し、受診等しやすい環境を整え、受診率
及び保健指導による終了率の向上を図る。また、第２期
データヘルス計画・第３期特定健康診査等実施計画が、令
和５年度に最終となることから、令和６年度から11年度の６
年間計画である第３期データヘルス計画・第４期特定健康
診査等実施計画の策定を行う。

ジェネリック（後発）医薬品を促進するための差額通知書の
送付（年２回）、健康・医療費への関心を高め、医療機関か
らの医療費請求の適正化のため医療費通知書（年６回）を
送付し、医療費の抑制に繋げる。

保護者等の経済的負担の軽減及び児童等の福祉の増進を
図る。

高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施することで、
フレイル（虚弱）状態になりやすい等、疾病予防と生活機能
維持の両面にわたるニーズに対応する。

国民健康保険財政の健全化

国民健康保険税の収納率向上

後期高齢者医療保険料の収納率向上

健康診査、保健指導の受診率等の向上及び効果的
かつ効率的な保健事業の実施

国民健康保険の医療費の適正化



課方針書
（令和５年度）

シート２（保険年金課）

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

1 貧困をなくそう

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

〇18歳までの全員の子どもの医療費を助成する。
〇平成30年度の国保制度改革に伴い、国民健康保険事業の安定化のため、国民健康保険税の適正な賦課、収納
率の向上、口座振替の促進に努めるとともに、医療費の抑制や健康増進を図るため、ジェネリック（後発）医薬品の
活用や健康診査（35歳から39歳も含む）や保健指導の事業を積極的に行う。
〇第３期データヘルス計画・第４期特定健康診査等実施計画（令和６年度から11年度）を策定し、引き続き健康課題
に取り組む。
〇自立した生活がおくれる高齢者の増加を目指し、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する。
〇後期高齢者医療制度において、令和４年10月から医療機関の窓口負担に新たに２割負担が導入されたため、周
知徹底を図る。
〇年金制度については、令和元年10月から施行された「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に伴い、低所
得高齢者などへの給付も踏まえ、制度改正に対応すべく年金事務所と連携を図り、適切な年金事務を行う。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

141 3 すべての人に
健康と福祉を1

国民健康保険財政
の健全化

平成30年度から国民健康保険制度改革に伴い、保険税率の
改正による国民健康保険財政の健全化を図るとともに、制度
の周知徹底を図る。

2 保健事業

3
国民健康保険税収
納事業

国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の方を対象
にした特定健康診査については、AI（人工知能）やSMS
（ショートメール）を活用した勧奨を実施するほか、令和３年度
から実施している35歳から39歳の健康診査も着実に実施す
る。また、保健指導についても集団健診の当日分割面談を行
うなど利用率の向上に努める。後期高齢者医療保険に加入
している原則75歳以上の方を対象にした健康診査について
も、積極的な勧奨を実施することで、生活習慣病の早期予防
を図る。また、第３期データヘルス計画・第４期特定健康診査
等実施計画（令和６年度から11年度）を策定する。

保険税の納付相談、口座振替、広報等による啓発を行い、収
納率向上を図る。また、令和３年度から開始しているスマート
フォン決済アプリによる納付の周知徹底を図る。

143

141

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

国民健康保険の医
療費適正化事業

7
後期高齢者医療保
険料収納事業

6

4
福祉医療費助成事
業（子ども医療費支
給事業）

5
高齢者の保健事業と
介護予防の一体的
実施事業

10 国民年金事業

9
福祉医療費助成事
業（小児慢性特定疾
病医療費支給事業）

8
後期高齢者医療制
度事業

144

145

3 すべての人に
健康と福祉を

保護者等の経済的負担の軽減及び児童等の福祉の増進を
図るため、18歳までの全員の子どもに係る医療費を助成す
る。

高齢者の疾病予防と生活機能維持の両面にわたるニーズに
対応するため、引き続き（令和２年度開始）高齢者の保健事
業と介護予防を一体的に実施する。事業としては、個別的支
援（ハイリスクアプローチ）と通いの場等を活用した支援（ポ
ピュレーションアプローチ）による健康相談・健康教室などを
実施する。

ジェネリック（後発）医薬品の促進のための差額通知書（年２
回）、健康・医療費への関心を高め、医療機関からの医療費
請求の適正化のため医療費通知書（年６回）を送付し、医療
費の抑制に繋げる。

保険料の納付相談、口座振替、広報等による啓発を行い、収
納率向上を図る。また、令和３年度から開始しているコンビニ
エンスストアやスマートフォン決済アプリによる納付の周知徹
底も図る。

令和４年度は、10月より医療機関の窓口負担において新たに
２割負担が導入されたため、広域連合と連携し、市民への周
知徹底を図る。

令和元年10月から施行された「年金生活者支援給付金の支
給に関する法律」に伴い、低所得高齢者などへの給付に対
し、年金事務所との協力・連携を密にし市民への周知を行うと
ともに、年金制度全般についても同様に行う。

保護者等の経済的負担の軽減及び児童等の福祉の増進を
図るため、保険適用となる自己負担分を助成する。

144

143

141

142

142


